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１【臨時報告書の訂正報告書の提出理由】

　当社は、平成29年３月２日付で、当社の特定子会社の異動について、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容

等の開示に関する内閣府令第19条第２項第３号の規定及び第８号２の規定に基づき、臨時報告書を提出いたしました

が、当該記載事項の一部及びＸＢＲＬデータの一部に訂正すべき事項がありましたので、金融商品取引法第24条の５第

５項の規定に基づき、本臨時報告書の訂正報告書を提出するものであります。

　なお、併せて訂正後のＸＢＲＬデータ一式を提出いたします。

 

２【訂正事項】

２　報告内容

　２．子会社取得の決定について（企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第８号の２に基づく報告）

(1）取得対象子会社の商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金の額、純資産の額、総資産の額及び事業の内容

 

　平成29年３月２日提出の臨時報告書のＸＢＲＬデータの一部

 

３【訂正内容】

　訂正箇所は　　を付して表示しております。

 

　２．子会社取得の決定について（企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第８号の２に基づく報告）

(1）取得対象子会社の商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金の額、純資産の額、総資産の額及び事業の内容

（訂正前）

①　商号の所在地　　　神奈川県相模原市中央区共和２－１－23

③　代表者の氏名　　　代表取締役社長　　岸　一之

④　資本金の額　　　　203,860千円（平成28年１月31日現在）

⑤　純資産の額　　　　747,780千円（連結）（平成28年１月期）

⑥　総資産の額　　　　2,925,587千円（連結）（平成28年１月期）

⑦　事業の内容　　　　プリント基板製造装置の製造、販売

 

 

（訂正後）

①　商号　　　　　　　株式会社ファシリティ

②　本店の所在地　　　神奈川県相模原市中央区共和２－１－23

③　代表者の氏名　　　代表取締役社長　　岸　一之

④　資本金の額　　　　203,860千円（平成28年１月31日現在）

⑤　純資産の額　　　　747,780千円（連結）（平成28年１月期）

⑥　総資産の額　　　　2,925,587千円（連結）（平成28年１月期）

⑦　事業の内容　　　　プリント基板製造装置の製造、販売

 

　ＸＢＲＬデータの訂正

（訂正前）

第19条第２項第３号

 

（訂正後）

第19条第２項第３号

第19条第２項第８号の２
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